
令和 3 年度 松阪市環境審議会 議事録 

 

日 時 ： 令和 3年 12月 16日（木）午後 1時 30分～午後３時 15分 

場 所 ： 松阪市産業振興センター 

出席者 ： 15名 

委員 10名 

冨田靖男、門暉代司、市原晴隆、岩﨑恭彦、長嶋洋彰 

中東恵、森口直哉、笠井誠、柴田実、中北喜彦 

事務局 5名 

田畑環境生活部長、下倉環境課長、山路政策係長、 

田代政策係主任、前川政策係主任 

 

 

〈議 事〉 

※事務局進行 

あいさつ 

※環境生活部長あいさつ 

 

事務局：それでは議事のほうにうつらせていただきます。今後の議事進行につきましては、

会長にお任せしたいと思いますので、冨田会長よろしくお願いいたします。 

 

会 長：会長を務めます冨田でございます。よろしくお願いいたします。本日は年末の御多

忙の中、また厳しい社会情勢の中、この審議会にご出席いただきましてありがとう

ございます。本日は先ほど部長が申されましたように、「松阪市の環境―第二次松

阪市環境基本計画年次報告書―」の進捗状況あるいは令和４年度の見直しについ

て色々ご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

１．「松阪市の環境－松阪市環境基本計画年次報告書－」令和２年度版について 

会 長：それでは早速議事に入りたいと思います。事項について事務局から説明をお願いい

たします。 

※事務局から説明 

 

会 長：それでは、７ページから順に審議していきたいと思います。まず、７ページにつき

ましては、満足度に関してであり、審議対象外ですので省かせていただきます。８

ページ『地域材「松阪の木」を使用した住宅支援金交付件数』について何かご意見

ございませんでしょうか。進捗状況や中間見直しについて数値目標などご意見ご



ざいましたらよろしくお願いいたします。基準年度は３０件で、令和２年度は２８

件ということで、特によろしいでしょうか。それでは次の９ページ、満足度ですの

で関係しておりませんが、数値目標などについてよろしいでしょうか。では、１０

ページにつきまして、満足度ですが、いかがでしょうか。 

 

事務局：満足度の目標の設定について、計画策定時に策定委員会等で議論いただいたのです

が、この目標値について、調査全体の平均よりも全て高い項目となっており、現状

よりも高ければいい、という意見や１ポイントでもあがればいい、などの意見があ

る中、より高い目標を掲げるということで１０％のポイントアップを目標にして

おります。 

 

会 長：１１ページも満足度ということで、審議はしませんが、目標についてなど何かあり

ませんか。 

 

委 員：ページが前後してしまって申し訳ないのですが、１０ページの「森林保全や森林資

源の活用促進などの取組の満足度」についてです。もともと農林水産業という形で

調査が行われていて、これがアンケート上分かれたということでこのように２本

の環境目標として設定しているという経緯はよく分かりました。ただ、もともとの

計画書を拝見すると分野別ビジョン（２）のところで林業について具体的な施策が

掲げられていないのではないか、という気がします。農業や漁業については具体的

な施策があって、その施策を実施していった結果として満足度が向上していくと

いいよ、ということは結びつくと思うのですが、もともとの環境基本計画の中に林

業に関しての取組がビジョン（２）との関係ではないので、環境目標が設定されて

いることとの整合性が乏しいのではないかという気がしています。ですので、中間

見直しで見直しをかけていただくときに、そもそも環境目標を整理する必要があ

るのか、あるいは具体的な施策の方で林業に関しての施策を追加していくのか、そ

ういったことも含めてご検討いただくといいのかな、と思いました。 

 

会 長：続きまして１２ページ「生活排水処理施設の普及率」につきまして、いかがでしょ

うか。徐々に目標は達せられているように思います。 

 

副会長：ちょっと戻ってしまうのですが、１１ページですが、今までずっと市民意識調査の

満足で目標数値を掲げていただいておりますが、市民の主観的な考えでつけられ

ますので、それが指標として客観性をもっているかというところがあるかと思い

ます。１１ページなんかは公園や緑地の整備の満足度になっていますが、例えば市

民一人当たりの公園の面積、市が整備された公園や団地の開発によって作られた



公園がたくさんあると思うんですが、そういう公園面積の市民一人当たりの占め

る面積を目標数値とするのもひとつかな、と思います。確か以前はそういうデータ

があったと思うんですが。 

 

事務局：公園整備に関する満足度を達成する手段として第３章に環境目標という形ではな

く取組目標になりますが、４１ページに取組目標（２０）にあげさせていただいて

おります。 

 

委 員：中身について直接的な内容ではないのですが、考えていかないといけないのは１２

ページの生活排水処理施設の普及率、これはこれで必要かと思いますが、今あるも

のを利用する、悠久のものを使っていく方向に施策がいるのではないかと。なぜか

というと、上水道もそうですが、老朽化したときの取り換え費用を考えたら大変な

ことです。人口減少の時代ですので、新たに作るのではなく今使われていないもの

をみんながどうやって使っていくかそれを市民に訴えていくことが必要じゃない

でしょうか。 

 

会 長：貴重なご意見ありがとうございます。それでは１３ページについてはどうでしょう

か。 

 

委 員：１３ページ、これは今すぐは変わりません。検討していただきたいのですが、満足

度ではなく、市の再生資源物の回収量だったり、今は市だけでなく店舗でも業者が

回収して一人当たりの回収量は多分下がってきていると思います。でも、全体とし

ては上がっていると思います。意識は高くなってきている。そういうことで、満足

度だけでなく、市での回収量や民間の回収量の両方が入ってくるような形で市民

全体としてどういう方向に向かっているか分かるようなことを考えていただきた

いと思います。もう一つ、意見ですが、一人あたりのごみ排出量、世帯数が増えて

いる一方人口は減っている、トータルごみ量は変わらない、一人当たりにすると増

えていくので、ここはもう少し原因、要因を明らかにしていく必要があるのじゃな

いかと思います。そうしないと、最終目標まで１００ｇ以上減らさないといけない、

減らすための施策をやっていかないといけないと思います。そういう中で、鈴鹿市

だったと思うが、生ごみをどれだけ排出したか市民アンケートを９月か１０月く

らいから始められておりました。そういうような形で具体的な行動をやっていか

ないととても１００ｇ減らすことは程遠くなっております。こちなみに、全国平均

がだいたい９００ｇ、三重県が９３０ｇくらい、松阪市は９７０ｇ、決して松阪市

民がそういうことに対する意識が高い街とはいえない状況です。そのへんも市民

に訴えて、生活を見直していかないといけないんじゃないでしょうか。 



 

事務局：ご意見ありがとうございます。委員からもご紹介いただきましたが、近年リサイク

ル等で今まで行っていた集団回収以外に店舗等でダンボール・雑紙などを回収で

きるようなシステムがでてきました。そんな中で市民の皆様の意識的には出しや

すさというものはずいぶんでてきたのかなと思います。その中で、市は困っている

状況があり、行政に出していただいたものについては数値的に把握できていたの

ですが、事業者に直接出された場合、その数字を拾うことが非常に困難になってき

ている。市民の皆様が取り組んでいただいていることが数字としてつかみづらく

なってきているということがあります。それと、１日１人当たりのごみ排出量でご

ざいますが、１日当たりのごみ量を減らす施策は知恵を絞って取り組んでおりま

すが、なかなか見出せないというところがございます。その中で、生ごみはご紹介

いただいたところで、生ごみは重さで量るので、水切りのようなことを取り組んで

いるということを清掃部門からは聞いております。抜本的に排出量を減らそうと

思うと思い切った施策を展開を、今後清掃部門を中心にすすめていくべきかなと

考えております。 

 

会 長：１４ページにつきまして、令和２年度の数値から令和８年までこれだけ減らそうと

思うとかなり厳しいかと思いますが。 

 

事務局：数値目標につきましては、高い目標を持って取り組んでいくということで、行政も

ですが市民の皆様にも意識的につながっていきますので、届きにくいということ

もありますが、高い目標を持っての取組を行政として考えております。 

 

委 員：ごみに関するデータですが、その時代で色んなリサイクルや設備など様々な要因が

あって基準にしていた年度のごみの量が１０年間続くとは限らない。結局は、デー

タの中に世帯数が増えていくデータ、人口が減少していくデータ、そういったもの

を考え併せて、市が回収している生ごみの量にしろ、ダンボールにしろ、総合的に

見れるようにしないと、データだけの数字だけを比較していては、おかしいのでは

ないか。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。ごみの関係につきましては、クリーンセンターでご

みの分析などを行っています。ご指摘のありましたように、各年度においてどのよ

うなごみが多く含まれているのか、紙類、プラスチックそれぞれ分析を行っていま

す。そういったものを活用させていただく中で、ご指摘のような形で目標を検討さ

せていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 



委 員：先ほどの生ごみの話なのですが、生ごみというのは普段の生活の中で減らすのは難

しいと思います。例えばですが、建築のセクションで排水設備の配管のところにデ

ィスポーザーをつけて生ごみを粉砕する設備があります。そういうのを普及させ

るような補助金等があれば、生ごみの量はかなり減るのはないかと思います。家庭

でも設備として導入できると思うので、生ごみを減らす対策になるのではないか

と思います。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。ディスポーザーは下水道設備とセットになってくる

かと思います。下水道設備に接続が行われていないところについてはどうするの

かについては、生ごみの堆肥化ということがございます。生ごみの処理機の補助金

であったり、段ボールコンポストについて、段ボールの中で生ごみを堆肥化させる

というもので、コンパクトなものになりますのでマンションや家庭菜園等でも使

っていただける、こういうものを使っていただくことで生ごみをごみとして出さ

ずに使用することができます。生ごみの堆肥化容器の貸与の取組なども清掃部門

で行っております。 

 

委 員：情報提供ですが、家からでる廃棄物は地域によっても違っていると思います。こん

なデータが公表されています。都市部で全国８都市のごみステーションに出され

た物を組成分析した平均値ですが、いわゆる生ごみ関係が約３３％、紙類も同じく

約３３％、プラスチックが約１２％などです。これからも分かるように生ごみと紙

類をどのように減らしていくか、ということが施策としては大事じゃないかと思

います。それと、広報まつさかの後ろから２，３ページの掲示板に生ごみコンポス

トの関係で講座を開催できます、という記事を５センチ角くらいで掲載してもら

いました。９人からレスポンスがあり、その中の６人が個人的にコンポストを始め

ていただき、１人は公民館で講座を開催していただき１５人集まっていただきま

した。一方、２０１６年に、松阪市が生ごみの堆肥化について２，３ページにわた

って PRしてもらったが、その時は何も音沙汰なかった。ということは、それだけ

関心が高まってきている、ということかと思います。情報でございました。 

 

会長：貴重なご意見ありがとうございました。 

 

委 員：いくつかお話がさかのぼるような形になるのですが、委員の皆様のご意見を伺いな

がら感じたこと、考えたことがございます。１人１日あたりのごみ排出量について、

この目標だけが一人歩きしている、確かにそうだな、と思います。松阪市だと昔で

いう一般廃棄物処理計画があって、おそらく廃棄物行政全体の目標ですとか、個別

施策の事業や目標値は、個別の廃棄物の計画で担保されていると思います。ただ、



基本計画をみても、年次報告をみても、基本計画と個別計画がどう連動しているの

か、ということがなかなか見えないということで、ご意見が出てくるのかなと思い

ます。ですので、それは１４ページの評価にも関わりますが、厳しい数字があがっ

ていて、今後の対策を練り直していく、そこはおそらく基本計画レベルではなくて、

個別計画の方を練り直していくのだと思いますが、この目標の未達成を踏まえて

個別計画をどう見直していきますっていうことを含めた連動関係が今は見えるよ

うな形になっていないので、厳しいご発言があるのだと思います。そういう連動関

係を含めてどう担保していくのかということを考えていただく必要があるのだと

思います。 

もう一つは、満足度を目標として掲げるのはどうなのかというご意見ですが、以前

に計画を策定させていただくときに参加させていただいて、当時から議論があっ

たところだと記憶しております。これは、経緯として 3 章に掲げている行政の取

組目標と環境目標とを分け、行政が事業を実施することによって数字が上がって

いくものについては行政の取組目標のほうに掲げるけれど、行政だけではなくて

市民の皆様や事業者の皆様と一緒になって築いていく松阪市の環境のほうは環境

目標に掲げる、と。では、みなさんが一緒になって取り組んだ結果、「松阪の環境

が良くなったよね」ということを測る指標としては何かということで満足度調査

となったと記憶しております。ただ、そういう趣旨で環境目標を設定したというこ

とが市民の皆様に十分ご理解いただけていないという状況があってご発言いただ

いたと思いますので、そこをどうご理解いただいていくかということですが、なか

なか目標自体を中間見直しでは重たすぎると思いますので、この目標が掲げられ

続けると思うのですが、もともとどういう想いをこめて環境目標を掲げたのかに

ついてしっかりとご理解をいただく取組が必要なのかな、と感じました。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。環境目標をどのように設定して目指してしてるのか

ということについて、十分ご理解いただけていないことは、説明の至らなさと思っ

ております。市民の方にも十分周知、ご理解いただけていない部分につきましては

検討させていただきたいと思います。 

 

会 長：引き続きまして、１５ページはご意見ございませんでしょうか。基準年度から増や

さない、ということを目標に頑張っていただく、ということですね。次の１６ペー

ジ「低炭素建築物新築等および長期優良住宅建築等計画認定数」につきましては、

ご意見ございませんか。次の１７ページ、環境教育につきまして、いかがでしょう

か？ 

 

委 員：令和２年度は新型コロナウイルスの影響で社会見学自体がなかなか行えない状況



でしたので、このような数字になったかと思いますが、この情報センターがあるの

が四日市ということでなかなかそこまで行けないということもあります。保護者

負担も考えますと、社会見学は年に１回程度で、なかなか全ての学校がそこへ、と

いうことにはならないと思います。ただ、環境学習は、４年生はほとんどの学校で

クリーンセンター、リサイクルセンターに行っています。他にも上下水道の学習を

したり、松阪市の中でも十分環境についての学習が行えると思います。また、森林

環境教育についても学校を回ってもらって森林について学習プログラムを組んで

もらったりしています。市内でも子どもたちが環境学習を十分にしているという

あたりを加味してもらえれば、こういった環境学習についてやっているというこ

とが分かるのではないかと思います。 

 

委 員：教育とか、１８ページにもつながりますが、ＰＲとか広報がどう伝えていくかとい

うことかと思います。どういった人達に啓発していくのか、予算的なこともあるか

と思いますが、現状分析をしながら広報していくべきかと思います。 

 

会 長：１８ページも同じような環境講座ですが、なかなかコロナのこともあり参加が難し

いという状況があるかと思います。 

 

委 員：学習センターについて、現地での見学や、出前授業もあるかと思いますので、これ

はいいと思います。私が思うのは、ものすごく大事なのは大人なんです。子どもは

小さいときから学んでもらっているが、大人の再教育が必要だと思います。公民館

でも環境関連講座も大事だと思いますが、松阪市は宅老所活動を広げようとして

います。４～５人のところから、私たちのところは３０人もいますが、そういうと

ころの課題はどんなことをやろうか、です。大人の環境学習、買い物ゲームやマイ

箸作り、紙漉きでハガキを作ったり、廃食油を使ったろうそく作り、などやってみ

たら意外と大人も真面目に、楽しくやるんです。ターゲットとして宅老所にＰＲし

ていく必要があろうかと思います。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。大人のごみの勉強につきましては、平成２７年に松

阪市のクリーンセンターの完成を機に、ごみの一元化を行った経過がございます。

燃えるごみについて、平成２３年４月に指定ごみ袋を導入しまして、それまではど

んな袋でもよかったのですが、指定ごみ袋の大きさを決めて、その指定袋を使って

いただくことで各家庭で抑制をはかっていただく、ルールを守っていただくとい

うことで取組を始めさせていただきました。その際、各自治会、地域のほうへ清掃

部局がいかせていただいて、「今までのごみの出し方をまずは見直してください」、

「資源はこう分けていただくことでごみの量は減るんです」ということを説明さ



せていただきました。平成２３年４月以降のごみの量はぐっと減っており、燃える

ごみについては特に減り、資源が増えたということがあります。先ほどご提案いた

だきました、大人のごみの勉強については、非常に重要になってくると思っており

ます。 

 

会 長：ありがとうございました。それでは、引き続きまして第３章にはいりたいと思いま

すが、２章もあわせてですが、「松阪市の環境」について掲載の面での改善もあり

ましたらご意見いただきたいと思います。 

 

委 員：まず掲載のことですが、松阪市の計画は西暦で書かれていると思います。基準年度

が西暦で記載されていますので、西暦で並べていくほうがいいのではないかと思

います。どうしても和暦を使いたいのであれば西暦（和暦）という表現にするべき

です。 

 

会 長：基本計画は全部西暦で書かれていますが、「松阪市の環境」は和暦になっておりま

す。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。基本的には行政は和暦表示を使用させていただいて

おりますが、基本計画策定時はちょうどまだ新しい年号が決まってはいないけれ

ど平成が終わることは決まっているという時期でした。この時期に作成している

計画等は西暦（和暦）で表記するということで、計画は西暦を中心に記載しており

ます。年次報告につきましては従来通り、和暦表示となっております。 

 

会 長：ご検討お願いいたします。併記をするのか、など、ご検討お願いいたします。 

 

委 員：意見としては、計画は、松阪市の１０年にわたるデータが必要になってくるわけで

す。１０年のことを表すのに、和暦を使うと「なんだこれは」ということになって

きて、年齢がいくと理解が難しいので、西暦でつらぬいていくほうがデータとして

は見やすい、西暦一本化すべきかと思います。 

 

会 長：ご意見ございませんでしょうか。 

 

委 員：３６ページの工業団地に誘致される企業との公害防止協定の締結率１００％につ

いて、締結率１００％ということは現在工業団地にはいっている製造業、企業とは

全て１００％になっているという解釈でよろしいんでしょうか。 

 



事務局：工業団地は市が進めてきたもの、民間が進めてきたもの色々あるかと思うんですが、

誘致に関しまして用地の一部を補助する制度があり、その制度を使っていただい

た場合、公害防止協定の締結が要件にはいっており、そういう企業に対しては締結

を進めております。誘致されてない企業についても締結している企業もあります

が、新たに公害防止協定を締結するものについては市が誘致してきた企業につい

て、ということになっています。 

 

委 員：ということは既存の会社との締結はもれているところがあるということですね。 

企業が誘致される場合は締結するのが条件になっていませんか。もしそうなら、そ

れを目標にするより、団地内にある企業とは全て締結する、ということにすべきじ

ゃないでしょうか。 

 

事務局：全ての企業を対象に行っているものではございませんので、全企業ということでは

ございません。締結状況については確認させていただきます。 

 

委 員：もう一つですが、私はパートナーシップ会議のメンバーでもあるんですが、先ほど

から発言していただいておりますが、大人に対する環境教育が不足しているんじ

ゃないかというようなことはつくづく思う。一番足らないのは、やはり市民だと思

います。そういう中で、いわゆる、松阪市は現在風力発電が出てきています。風力

発電は確かにいいと思うんですが、風力発電でおこされた電気はだいたいが都会

へいく電気です。地元には結局貢献しないというのが風力発電なんじゃないかと

思うんです。結局、松阪は地元の木、山の木を切って、それで電力を作ったものが

都会へ行ってしまう。松阪の市民にとってこれでいいんだろうか。松阪の景観とい

うものは本当に守られていくんだろうか。行政としては、許可条件さえそろってお

れば、要は認可をしていく、じゃあその地権者はそれで潤うかもしれないが、じゃ

あ市民は一体それでいいのかどうか、というのを考えなければならないと思う。そ

のためには、何ができるかというと、市民の方にいわゆる環境教育、語弊があるか

もしれないが、環境に対する目をもっていただくというのが非常に大事なことだ

と思う。それで、環境パートナーシップ会議の中で私が提案したのは、それぞれの

地域で SDGs のアピールを行ったらどうか、ということをお願いしたが、環境課

としては難しいという。じゃあ松阪市としては、どこの部署が SDGs を当たれば

いいかになるが、そのへんをお聞きしたい。 

 

事務局：SDGsのご確認かと思いますが、もともと SDGsは国際目標であり、今のところ市

においてSDGsの担当ということは明確には定められていない状況です。一つは、

企画の部門が総合計画を担当しますので、関係するのかと思いますが、いわゆるそ



ういった形での位置づけはございません。 

先ほどふれていただきました飯高地域の風力発電事業ですが、環境影響評価法

に基づく配慮書が７月３１日に提出されました。それに基づき、意見縦覧が行われ、

一般的な意見が事業者により収集され、当市では市長意見を知事に提出しており

ます。その後、知事、環境省、経済産業省の意見が出され、事業者による地域説明

会が開かれたところです。まだ配慮書の段階であり、風車は最大６０基、どこに配

置するのかは示されていません。情報が少ない中で、地域の方々で勉強会を開かれ

たりしているという情報も入ってきており、飯南・飯高地域での環境に対する意識

は高いのかな、と感じております。今後、大臣等の意見を踏まえて計画がかたまっ

て明確になってくるのではないかというところですが、それらがいつでてくるの

かは、まだ明確ではないという状況です。地域の方々の理解、同意は大前提ですの

で、事業者の方が説明をして同意、理解を求める取組をしていると聞いております。 

 

副会長：先ほどおっしゃったのは、一般市民の方が環境学習の機会があまりにも与えられて

いない。これからは環境学習の場を設けるということを積極的に取り組んでほし

い、ということだと思うんです。それと、SDGsは、言葉は分かってもなかなか一

般市民の方は中身までは知る機会がありませんので、ぜひともそういう取組を市

としてやっていただく必要があるのかな、と思うんです。担当が決まってないとい

うことですが、SDGs についても市民の方に知っていただく機会を積極的に設け

て、できればそういう担当者も置いて取り組んでいただきたいということで、そう

いう話になればありがたいと思うのですが。 

 

委 員：トータル的な提案でございます。一番何が問題かというと、私も含めてですが、他

人事のように受け取っているんですね。それをどうやって自分事に考えてもらう

か。そこへの問いかけ、投げかけが必要かと思います。例えば、廃棄物の少ない行

政をみますと、燃えるごみに名前を書くそうなんです。あるところでは、袋が有料

で１００円台なんです。そういう厳しいことをやっていかないと気がつかないの

かな、と思います。そういう形で、コロナを織り交ぜた施策が必要なのかと。一度、

行政も市民も考えないといけない時期にきてしまっていると思います。 

 

会 長：第３章につきまして他にご意見ございませんでしょうか。特にないようでしたら、

この事項書の１については終了させていただきたいと思います。貴重なご意見を

ありがとうございました。 

 

２．その他 

会 長：では、その他でございますが、お願いいたします。 



事務局より説明 

※市長への意見書について説明：今回出た意見を事務局でまとめ、会長と副会長にご相談さ

せていただき、意見書を作成させていただきます。 

※計画中間見直しにむけて継続した審議のため委員の再任のお願い 

 

会 長：それでは、これにて審議会を終了とします。 

 

事務局：最後に環境課長からご挨拶申し上げます。 

※環境課長のあいさつ 

 

会 長：みなさん、ありがとうございました。 


